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配－１ 

教 育 委 員 会 資 料 

令和３年６月９日 

学校配置調整担当課 

志村小・志村四中 小中一貫型学校設置検討会 

第２回検討会の開催状況について 

１ 第２回検討会の開催状況 

 （１）検討会の内容等 

 緊急事態宣言の発令により、第２回検討会は書面開催とした。 

≪議題≫ 

１ 検討会と作業部会の運営について 

 （１）新規委員紹介 

 （２）作業部会員紹介 

 

２ 志村小・志村四中 小中一貫型学校説明会の概要と意見質問について 

 

 （２）議事要旨 

≪議題≫ 

１ 検討会と作業部会の運営について 

（１）新規員紹介 

（２）作業部会員紹介 

 

 

 

 

 

２ 説明会の概要と意見質問について 

会議資料のとおり、志村小・志村四中 小中一貫型学校説明会の概要、説明会

や意見募集の意見・質問について、確認した。 

※別紙１：検討会資料３ 

「志村小・志村四中 小中一貫型学校説明会」と「意見募集」の意見・質問について 
 

 

２ 作業部会の実施 

  第１回通学区域・通学路作業部会を令和３年５月２６日（水）午後６時３０分より開催した。 

 

３ 次回検討会の予定 

令和３年７月中旬を目途に開催を予定している。 

会議資料のとおり、新規委員、作業部会員について、確認した。 
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「志村小・志村四中 小中一貫型学校説明会」と「意見募集」の意見・質問について 

 

 

 

  （１）説明会の実施目的 

     「魅力ある学校づくり協議会（志村小・志村四中）」から教育委員会に提出

された意見書の内容や協議経過、小中一貫教育の内容や板橋区の取組、小中

一貫型の学校のイメージなどについて、保護者や地域の方を対象に広く知っ

ていただき、期待する点や不安な点などの意見を聞く機会を設定するために

実施した。 

（２）意見募集の実施目的 

新型コロナウイルス感染症等により外出を控えている方や都合により説明

会に参加できない方などのために、説明会の資料をホームページ等で公開

し、意見や質問を受け付ける機会を設定するために実施した。 

 

 

 

説明会と意見募集を実施するにあたり、下記のとおり周知した。 

（１）説明会周知 

       各学校や未就学児の保護者への周知用案内の配付や区内施設のポスター掲

示、ホームページやツイッター、子育てナビアプリ等に掲載し、周知した。

（令和３年１月中旬） 

 ●周知用案内配付 

配付対象 配付方法等 

各小・中学校 

（志村四中の通学区域

内にある各学校） 

・志村小学校 
・志村第四中学校 
・北前野小学校 
・緑小学校 
・志村坂下小学校 
・前野小学校 

全児童・生徒

に家庭数で配

付 
各幼稚園・保育園 

（志村小と関連のある

幼稚園・保育園） 

・城山幼稚園 
・城山どんぐり保育園 
・サンシティ聖母幼稚園 

・区立小桜保育園 
・友和保育園 
・ひまわりキッズガーデン城山 

児童館 

（志村四中の通学区域

内にある各児童館） 

・志村児童館 
・緑が丘児童館 
・あずさわ児童館 
・さかうえ児童館 
・蓮根児童館 
・蓮根第二児童館 

※各児童館は

施設内に 20

部設置 

 

１ 説明会及び意見募集の実施目的 

２ 周知方法 
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●ポスター 

下記施設に 1部ずつ掲示した。 

・周知用案内を配付した学校、幼稚園・保育園、児童館の各施設 

・志村坂上・中台・蓮根の各地域センターとエコポリスセンター 

・志村第四中学校の通学区域内の各町会の掲示板 

・志村健康福祉センタ- 

・小豆沢体育館 

・おとしより保健福祉センター 

・蓮根図書館、志村図書館 

●記事掲載 

    ホームページ、ツイッター、子育てナビアプリ、広報いたばしに掲載した。 

 

（２）意見募集の周知 

説明会の周知と同様に、各学校や未就学児の保護者に周知用案内の配付や

区内施設にポスター掲示、ホームページやツイッターに掲載し、周知した。

（令和３年２月下旬） 

     ※周知用案内とポスターには、説明会の案内も掲載した。 

 ※周知方法は、周知用案内は説明会と同様に実施し、ポスター掲示は志村第四中学校

の通学区域内の各町会の掲示板と各地域センター（志村坂上・前野・中台・蓮根）

の施設内に掲示した。また、記事掲載は、ホームページとツイッターに掲載した。 

 

 

 

（１）説明会実施概要 

      説明会では、冒頭 45～50分程度、別添「志村小・志村四中 小中一貫型

学校説明会資料」に基づく説明を行い、その後質疑応答を実施した。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      ※説明会は当初、夜間の説明会（2月 19日と 26日の 18時 30分～20時 30分）を予定

していたが、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言の再発令を受けて中止
した。 

※3月 20日に実施した説明会では、質疑応答を１時間延長し、３時間実施した。 

 

 

 開催日時 会場 出席人数 

１ 令和 3年 2月 13日（土） 10時～12時 志村小学校 体育館 19名 

２ 令和 3年 2月 20日（土） 12時～14時 緑小学校 体育館 11名 

３ 令和 3年 2月 27日（土） 10時～12時 北前野小学校 体育館 15名 

４ 令和 3年 3月 5日（金） 14時 30分～

16時 30分 

グリーンカレッジホール 

4階 ホール 

18名 

５ 令和 3年 3月 6日（土） 10時～12時 志村坂下小学校 体育館 12名 

６ 令和 3年 3月 13日（土） 10時～12時 前野小学校 体育館 8名 

７ 令和 3年 3月 20日（土）※ 10時～13時 志村第四中学校 体育館 84名 

３ 実施結果 
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（２）意見募集 

説明会資料を区ホームページ、新しい学校づくり課窓口、各地域センター

（志村坂上・前野・中台・蓮根）の窓口にて公開し、パブリックコメント

に準じた形式により実施した。 

募集期間：令和 3年 3月 1日（月）～令和 3年 3月 31日（水）【31日間】

意 見 数：個人 39名（FAX8名、Eメール 26名、郵送 3名、窓口 2名） 

 

 

 

（１）施設に関すること 

意見・質問 全 体 説明会 意見募集 

① 工事期間中の安全面 
24 13 11 

 仮設校舎、騒音や部活動等 

② 新校舎（施設一体の小中一貫型の学校）

に関すること 
40 22 18 

 敷地・校地・規模感、フロア配置・階段の高

さ・プール等 

③ 現志村小校舎の安全性 3 3 ‐ 

④ 設計に関すること 3 3 ‐ 

 

（２）小中一貫型の学校設置に関すること 

意見・質問 全 体 説明会 意見募集 

① 施設一体型の校舎の課題等 

21 17 4  あいキッズと部活動の関係、学校運営、特別支援

学級等 

② 通学区域・通学路、学校選択 17 9 8 

③ 小・中学校の関係（志村小以外の小学校

から志村四中へ進学することの心配） 
10 5 5 

④ その他 
36 18 18 

 教育内容、学年呼称、学校名等 

 

（３）これまでの協議内容に関すること 

意見・質問 全 体 説明会 意見募集 

① 志村小の跡地活用 7 5 2 

② 擁壁調査の委託業者選定 5 4 1 

③ 仮設校舎の設置場所 
14 10 4 

 北前野小前の都営住宅跡地等 

④ 小中一貫型の学校整備の決定について 5 5 ‐ 

⑤ その他 18 16 2 

４ ご意見・ご質問の集計結果 

（件） 

（件） 

（件） 
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（４）今後の板橋区の方針や検討方法に関すること 

意見・質問 全 体 説明会 意見募集 

① 板橋区の小中一貫型の学校の計画等 

11 9 2  板橋区の小中一貫型の学校の計画や板橋区の

小中一貫教育の沿革等 

② 教職員や児童・生徒の意見反映 6 6 ‐ 

③ その他 4 4 ‐ 

 

（５）再検討を望むもの 

意見・質問 全 体 説明会 意見募集 

① 小中一貫型の学校に対する不安 5 1 4 

② 時間をかけた検討 10 4 6 

③ その他 10 7 3 

 

（６）その他 

意見・質問 全 体 説明会 意見募集 

① 情報提供 
8 8 ‐ 

 これまでの協議経過等の周知等 

② アレルギー・マイノリティの対応 2 1 1 

③ 説明会・アンケート・意見募集等 13 12 1 

④ その他 14 12 2 

 

 

【参考】全体件数 

 全 体 説明会 意見募集 

 全体件数 286 194 92 

 

     ※説明会と意見募集について、同一の人が複数の項目にわたる質問・意見

を述べた場合は、それぞれ数えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（件） 

（件） 

（件） 

（件） 
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  ご意見・ご質問の概要については、パブリックコメントに準じて、類似している

ものは集約したり、または分割したりしています。 

 

 

１ 施設に関すること 

 

№ 分類 意見・質問の内容 質問への回答や検討の方向性 

１ 
工
事
期
間
中
の
安
全
面
（
仮
設
校
舎
） 

志村小学校と志村第四中学校の小中
一貫型の新校舎を志村第四中学校の

敷地で建設工事を施工するとのこと
だが、志村第四中学校は工事期間中、
仮設校舎になるのか。 

現在、基本構想・基本計画については検討
中ではありますが、新校舎の配置の仕方

によって、仮設校舎の設置の必要性は変
わります。 
志村第四中学校の敷地においては、首都
高側に新校舎を建設することができれ
ば、既存校舎をそのまま利用することが
できるため、仮設校舎の設置はしない工
事も考えられます。 

２ 

仮設校舎と既存校舎の違いとは何
か。（仮設校舎には冷暖房が完備され
ているか等、仮設校舎のクオリティ
について） 

仮設校舎について、普通教室や特別教室

の広さは既存校舎と同じ広さの部屋を用

意し、冷暖房を完備する等、基本的に既存

校舎と変わらないものを設置します。 

既存校舎との違いとして、仮設校舎は一

部でもグラウンドを確保する観点から、

稼働率の低い部屋については兼用して使

用する等はあります。 

授業運営に支障がないようにしていきま

す。 

３ 

工
事
期
間
中
の
安
全
面
（
騒
音
や
部
活
動
等
） 

同一敷地内で工事をした際の騒音や
振動の対策とはどういうものか。（仮
設校舎での授業等に支障はでない
か。） 

騒音や振動を伴う工事については、例え
ば授業がない日の施工や夏季休業期間中
に集中的に施工したりする等、できる限
り授業に支障がないように工事工程を工
夫していきます。 
また、新校舎配置にもよりますが、工事エ

リアから仮設校舎をできる限り離して建
設することも考えられます。 

４ 

中学生は体育だけではなく、部活動
もある。工事期間中は、体育館や校庭
が使えない等の支障があると思う
が、体育の授業時間数や部活動の活
動日数にどのくらい影響があるの
か。 

近隣の学校の校庭や体育館、区立の体育
施設を利用するなど、体育の授業や部活
動にできる限り影響が出ないようにして
いきます。 
現時点では、基本構想・基本計画が決まっ
ていないため、具体的な日数等は、お示し
できない状況です。 
 

５ ご意見・ご質問の概要 
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№ 分類 意見・質問の内容 質問への回答や検討の方向性 

５ 

工
事
期
間
中
の
安
全
面 

（
騒
音
や
部
活
動
等
） 

工事期間中は給食室が使用できなく
なると思うが、給食は提供されるの
か。もし提供されない場合は、お弁当
を用意する必要があるのか。 

工事期間中も給食を提供していきます。 
給食室が使用できない場合は、近隣の学
校で給食を作り、その給食を運ぶことを
考えています。 
最近の実例として、板橋第十小学校が工
事を実施した際は、近隣の小学校で作っ
た給食をコンテナで板橋第十小学校に運
び、児童に提供しました。 

６ 新
校
舎
に
関
す
る
こ
と 

（
敷
地
・
校
地
・
規
模
感
） 

志村小学校と志村第四中学校の小中
一貫型の学校では、小学校・中学校あ
わせてどのくらいの学校規模になる
のか。 

現状の志村小学校と志村第四中学校の児
童・生徒数の推移をみていくと、概ね 28
学級から 30学級程度となり、児童・生徒
数は 900人程度になると考えています。 
小中一貫型の学校としての安定的な運営

と周辺校の規模の適正化の両方のバラン
スを見ながら、学校の規模をどう設定し
ていくか検討する必要があると考えてい
ます。 

７ 

志村第四中学校の敷地に小中一貫型
の学校を設置したら、学校規模が大
きくなることで、校庭が狭くなるの
ではないか。 

校庭を広く取るためには校舎を高く設置
する必要があります。しかし、校舎を高く
設置することでのデメリットもあると思
います。 
新校舎については、教職員の意見も取り
入れながら、様々なパターンを検討して
いきます。 

8 

 
 

新
校
舎
に
関
す
る
こ
と 

（
フ
ロ
ア
配
置
・
階
段
の
高
さ
・
プ
ー
ル
等
） 

フロア構成について、小学生と中学

生で分けるのか、それとも５、６、７
年生が同じフロアになる等、小学生
と中学生が同じフロアになるのか。 

板橋区教育委員会事務局の中でプロジェ

クトチームを設置しており、小中一貫型
の学校整備の方針を検討しています。そ
の中で、教職員にもヒアリングを行い、フ

ロア構成について、小学生と中学生で分
けるのか、小学校高学年と中学生の一部
を同じフロアにするのか検討を進めてい
きます。 

9 

小学校の校舎と中学校の校舎では、
階段の高さやトイレの便器の大きさ
と高さ、教室の大きさは違うのでは
ないか。 

小学生と中学生が同じ校舎になる場

合、階段の高さ等の違いから事故に
もつながると思うので、施設面での
配慮について検討してほしい。 

公共施設を整備する際には、ユニバーサ
ルデザインの考え方に基づき、利用者す
べてが快適に利用できる環境を目指して
整備しています。 
現在の改築校では、小学校と中学校の階

段の高さはほとんど変わりません。 
小学生と中学生では体格差がありますの
で、ユニバーサルデザインの考え方に基
づき、誰もが使いやすい施設を目指して
いきます。 
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№ 分類 意見・質問の内容 質問への回答や検討の方向性 

10 
新
校
舎
に
関
す
る
こ
と 

（
フ
ロ
ア
配
置
・
階
段
の
高
さ
・
プ
ー
ル
等
） 

１年生と９年生では体格差がある
が、プールを１つにした場合、プール
の水深等の安全性は大丈夫なのか。 

プールの床を可動床にして水深を調整す
る方法、水深を中学生用に設定したうえ
で、小学生が利用する時には高さを調整
するためのプールフロアを沈める方法な
どもあります。安全性については確保し
ます。 

11 

志村小学校と志村第四中学校の小中
一貫型の校舎が高層化した場合、災
害時に避難する時に時間がかかる
等、防災に課題があるのではないか。 

 

校舎の高さについては、これから基本構
想・基本計画を検討する中で決まってい
きますので、現段階で高層化するかどう
かは決まっていません。 
校舎を高くした場合は、避難経路として
垂直方向への移動距離が長くなるため、
教室から階段までの横方向への移動距離

を縮める等、全体の避難経路が長くなら
ないように計画をしていきます。 

12 

現
志
村
小
校
舎 

の
安
全
性 

現志村小学校の校舎は改築の時期を

迎えているが、新校舎ができるまで、
そのまま現校舎を利用し続けて問題
はないのか。 

現在の計画においては、志村小学校の校

舎は令和８年度まで利用することになり
ますが、他の小学校と同じように必要な
設備は更新し、安心して使えるように維
持管理していきます。 
 
 

13 

設
計
に
関
す
る
こ
と 

令和４、５年度の設計期間中、志村第
四中学校の生徒に影響はあるのか。 

設計期間中に地盤調査等の調査を行う必
要があるため、調査期間は校庭の一部に
使用制限等を行うことがあります。 

また、仮設校舎を設置するかどうかで変
わってきます。 
現在の既存校舎の場所に新校舎を建設す

る場合、設計期間中の令和 5 年度に仮設
校舎を設置する期間が必要になります。
その際には、仮設校舎の設置による騒音
やグラウンド利用に影響がある可能性が
あります。 
しかし、首都高側に新校舎を建設した場
合には、既存校舎をそのまま使えること
にもなるため、設計期間中の影響は出て
こないと考えています。 
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２ 小中一貫型の学校設置に関すること 

 

№ 分類 意見・質問の内容 質問への回答や検討の方向性 

14 

施
設
一
体
型
の
校
舎
の
課
題
等 

（
あ
い
キ
ッ
ズ
と
部
活
動
の
関
係
） 

放課後に体育館や校庭を部活動とあ
いキッズが利用することになると思
うが、施設一体の小中一貫型の学校
になった場合、小学生と中学生の活
動場所の住み分けに課題があるので
はないか。 

 

 

令和３年度に基本構想・基本計画を策定
しますが、その中で新校舎の配置が決ま
ります。新校舎の配置によって、部活動と
あいキッズの活動場所がどのようになる
か見えてくると考えています。 
小学生と中学生が重複することによって
事故が起きないように検討していきま
す。 

15 

施
設
一
体
型
の
校
舎
の
課
題
等 

（
学
校
運
営
） 

同じ校舎に小・中学生がいる場合、小
学生と中学生では授業時間の違いか

ら、小学生が休み時間の時に中学生
が落ち着いて学習できるか等、学校
運営に課題があるのではないか。 

 

他区の先行事例では小学校から中学校へ

の接続を良くするために、５、６、７年生

を同じフロアにしている例もあります。 

しかし、中学生の中間考査や期末考査と

小学生の休み時間が重なることで、中学

生が集中できないのではないかとの声も

いただいています。 

教職員の意見や他区の小中一貫型の学校

の事例も研究しながら検討していきま

す。 

16 

施
設
一
体
型
の
校
舎
の
課
題
等

（
特
別
支
援
学
級
） 

志村小学校も志村第四中学校も特別
支援学級があるが、特別支援学級も
２つの学校が１つになることで規模
が大きくなることで課題があるので
はないか。 

特別支援学級の在り方についてどう
考えているのか。 

志村小学校も志村第四中学校も特別支援

学級が設置されています。 

視察した他自治体の小中一貫型の学校も

小・中学校の両方に特別支援学級が設置

されており、９年間切れ目なく特別支援

教育をしているところもありました。 

令和３年度に基本構想、基本計画を策定

しますが、教職員の方にもヒアリングを

しながら検討を進めていきます。 

17 

通
学
路
・
通
学
区
域
・
学
校
選
択 

志村小学校の場所が志村第四中学校

に移転になることで、通学距離が遠
くなる児童がいる。通学区域の検討
はするのか。 

協議会では通学距離が遠くなる児童もい

るので、通学区域を変更した方がいいの

ではないかとの意見もありました。 

検討会で、通学区域の変更の必要性につ

いても検討し、通学区域を変更する場合

には、関連する学校の校長や PTA 関係者

にも入っていただき、検討していきます。 
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№ 分類 意見・質問の内容 質問への回答や検討の方向性 

18 

通
学
路
・
通
学
区
域
・
学
校
選
択 

通学区域外の小・中学校を希望でき
るのか。 

（工事期間中に志村第四中学校以外
の中学校を希望したいや、志村小学
校が志村第四中学校の場所に移転に
なることで、移転前から志村小学校
を希望したい等。） 

板橋区では「入学予定校変更希望制」とい
う制度があり、小学校の場合は通学区域
と隣接する小学校、中学校は区内全域の
中学校に、一定の基準を満たした場合に
手続きをすることで、入学予定校の変更
を希望することができます。 
なお、各学校には受入可能数があるため、
必ずしも希望した学校に入学できるとは
かぎりません。 

19 

小
・
中
学
校
の
関
係
（
志
村
小
以
外
の 

小
学
校
か
ら
志
村
四
中
へ
進
学
す
る
こ
と
の
心
配
） 

志村小学校と志村第四中学校が小中

一貫型の学校になることで、志村第
四中学校に進学する際に、志村小学
校と志村小学校以外の小学校から進
学することで差が出るなど課題があ
るのではないか。 

協議会の中でも志村小学校と志村小学校

以外の小学校から進学することで差が生
じるのではないかという意見があり、意
見書の中にも「小中一貫型の学校となる
ことで配慮してほしいこと」としてまと
めています。 
既に学びのエリアでの児童・生徒の交流
をしており、小・中学校だけではなく、小
学校相互の交流は行っておりますが、今
後、学びのエリアの連携に関する事項に
ついて、教職員の意見も聞きながら検討
会で検討していきます。 
 
 

 

20 

そ
の
他
（
教
育
内
容
） 

小中一貫型の学校とそうではない学
校とで教育内容に違いはあるのか。 

施設一体の小中一貫型の学校も、そうで

はない学校でも、教育内容は同じです。 

環境的に施設一体の小中一貫型の学校

は、教科担任制や相互乗り入れ指導等が

他の学校よりも行いやすい環境になりま

す。 

21 

小中一貫型の学校になることで、６
年生が最高学年としてリーダーシッ
プを取る機会が減ったり、小学校の
卒業式と中学校の入学式が無くなっ

たりすることで、中学校という新し
い環境で挑戦する気持ちを持つ機会
が無くならないか。 

志村小学校と志村第四中学校は義務教育

学校ではなく、小中一貫型の小学校・中学

校です。 

修業年限は既存の小・中学校と同じ、小学

校６年、中学校３年となり、入学式・卒業

式等、節目の行事があるため、自分の成長

を感じる機会や新しくチャレンジしよう

という気持ちを持つ機会はあります。 
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№ 分類 意見・質問の内容 質問への回答や検討の方向性 

22 

そ
の
他 

（
学
年
呼
称
） 

板橋区では、令和２年度から全区的
に７、８、９年生という呼び方になっ
ているが、単純に「９年生」という呼
び方には違和感があり、「学びのエリ
ア９年生」というような前に言葉が
あった方が分かりやすいと思う。 

「学びのエリア９年生」といった言い方
の方が分かりやすいという意見について
は、参考として、今後検討していきます。 

23 

そ
の
他
（
学
校
名
） 

志村小学校と志村第四中学校の学校
名は残るのか。 

検討会の検討事項に学校名とある
が、どういうことを検討するのか。 

協議会から提出された意見書には、志村
小学校、志村第四中学校ともに歴史を踏
まえて学校名を残すことを検討すること
とあり、この考えを基本に検討会で検討
していきます。 
その上で、検討会では統一の学校名の必
要性も踏まえて検討することを考えてい

ます。 
他区の小中一貫型の学校では、○○学園
といった統一の学校名の後に、小・中学校
それぞれの名前を残しているところもあ
ります。（例：○○学園 ○○小学校・○
○中学校） 
 
 

 

 

３ これまでの協議内容に関すること 

 

№ 分類 意見・質問の内容 質問への回答や検討の方向性 

24 

志
村
小
の
跡
地
活
用
に
関
す
る
こ
と 

志村小学校の跡地はどうなるの
か。第二グラウンド等、何か構想
はあるか。 

検討会では、志村小学校の跡地活用に関する

要望については、検討していきます。 

ただし、志村小学校の土地は、神社側の土地

約６割が借地で、令和９年度に志村小学校の

既存校舎を解体した上でお返しすることに

なっています。 

協議会から提出された意見書には、跡地活用

について、児童・生徒、地域のための活用や、

安心・安全のための防災機能、地域の活性化

に資するよう配慮することという内容でま

とめられています。この意見書の方向性に沿

って、検討会の中で検討し、検討会の中で出

た意見、要望を所管する部署に報告していき

ます。 
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№ 分類 意見・質問の内容 質問への回答や検討の方向性 

25 

擁
壁
調
査
の
委
託
業
者
選
定 

志村小学校の擁壁調査や現校地で
の改築のシミュレーションを１者
にお願いしたと聞いているが、複
数の業者にお願いし、検討はしな
かったのか。 

志村小学校の擁壁の調査委託を行うにあた

り事業者の技術力を担保するために、条件付

きの一般競争入札を実施しました。条件付き

の一般競争入札を実施し、その中の１者を選

定していくという選定方法は適正な方法で

あったと考えています。 

 

 

26 

仮
設
校
舎
の
設
置
場
所 

（
北
前
野
小
前
の
都
営
住
宅
跡
地
等
） 

北前野小学校の前の都営住宅跡地
を志村小学校の仮設校舎の代替場
所として使用することはできない

のか。 
 

 

 

東京都に板橋区の改築計画についてお伝え
したところ、活用用途がすでに決まっている
との回答であったため、板橋区としては、代

替場所として土地を借りることは難しいと
考えました。 
なお、跡地活用については、東京消防庁の訓
練場の建設を予定しており、令和３年度から
令和７年度頃に設計、工事、令和８年度頃に
本格運用の開始を予定しているとのことで
す。 
 

27 

小
中
一
貫
型
の
学
校
整
備
の
決
定
に
つ
い
て 

志村小学校と志村第四中学校の小
中一貫型の学校にすることは決定
したことなのか。 

協議会では志村小学校を現校地に残せない
か議論してきました。 
しかし、工事期間中の児童の安全性に課題が
あること、志村小学校の現校地での改築の場

合、工事期間が６年間と長期化し、入学して
から卒業まで仮設校舎の環境になることが
分かりました。 
そのため、協議会では、小中一貫型の学校を
整備するという方向性の協議結果を意見書
にまとめ、教育委員会に提出しました。 
意見書の内容については、令和 2年 11月 25
日の教育委員会において、意見書の実現に向
けて進めていくことで決定しており、区とし
て志村小学校と志村第四中学校を小中一貫
型の学校として整備するという方向性で進
めていきます。 
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№ 分類 意見・質問の内容 質問への回答や検討の方向性 

28 
そ
の
他 

志村小学校をなぜ板橋区で一番初
めに小中一貫型の学校にするの
か。 

板橋区では、学校施設の老朽化対策と学校の
規模と配置の適正化を進める「いたばし魅力
ある学校づくりプラン」に基づき、協議会を
設置し、学校の施設整備について協議を進め
ることになります。 
また、板橋区では、平成 29年の「小中一貫教
育に関する検討会」の検討報告書の中で、改築
期を捉えて、小中一貫型の学校整備について
は検討していくという方向性があります。 
志村小学校の現校地での改築は、工事期間が
６年間と長期化すること、工事期間中の児童
の安全性に課題があることが分かりました。 
そのため、協議会では、小中一貫教育の視点

を取り入れて協議した結果、志村小学校と志
村第四中学校を小中一貫型の学校として整
備するという結論に至りました。 

 

 

 

４ 今後の板橋区の方針や検討方法に関すること 

 

№ 分類 意見・質問の内容 質問への回答や検討の方向性 

29 

板
橋
区
の
小
中
一
貫
型
の
学
校
の
計
画
等 

今後、板橋区では施設一体の小中

一貫型の学校の整備計画はあるの
か。 

現在、板橋区では志村小学校と志村第四

中学校以外に、具体的にどこの学校を施
設一体の小中一貫型の学校にするという
計画はありません。 
区立学校の配置につきましては、小中一
貫型の学校の配置も含め、「いたばし魅力
ある学校づくりプラン」の中でお示しし
ていくべきと考えています。 
次期「いたばし魅力ある学校づくりプラ
ン」は、令和８年度から令和１７年度が後
期計画になりますが、令和３年度には前
期計画の検証に着手し、令和６年度を目
途に後期計画の検討を進めていく過程に

おいて、小中一貫型の学校の配置につき
ましても板橋区の考え方をお示しする予
定です。 
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№ 分類 意見・質問の内容 質問への回答や検討の方向性 

30 

教
職
員
や
児
童
・
生
徒
の
意
見
反
映 

教職員や児童・生徒の意見を取り
入れてほしい。 

板橋区では令和３年度に基本構想・基本

計画と板橋区の小中一貫型の学校の整備

方針を策定する予定です。この策定の中

で教職員にヒアリングを実施していきま

す。 

今後、具体的な学校整備を検討する際に

は教職員や児童・生徒の意見を聞きなが

ら検討を進めていきます。 

 

31 
そ
の
他 

今後の検討でお願いしたいことと
して、理想論だけでなく現実的な

ことを一番に考えて検討してほし
い。 

理想論だけではなく、実際に教育現場に

関わっていただいている教職員の意見も

聞きながら、小中一貫型の学校の検討を

進めていきます。 

 

 

 

５ 再検討を望むもの 

 

№ 分類 意見・質問の内容 質問への回答や検討の方向性 

32 

小
中
一
貫
型
の
学
校
に
対
す
る
不
安 

他自治体で施設一体の小中一貫型

の学校を開校後に、その後、小学
校と中学校の校舎を分離した例も
あると聞いている。 

他自治体の失敗例もあるため、も
う一度再検討してほしい。 

他自治体の例では、小中一貫型の学校に

問題があった訳ではなく、マンション開

発による急激な児童・生徒数の増加に対

応するため、施設一体型から施設分離型

になったと分析しています。 

 

 

 

 

33 

時
間
を
か
け
た
検
討 

小中一貫型の学校を整備するにあ
たり、専門家の視点を取り入れて

精査してから、検討した方がいい
のではないか。 

板橋区では平成 29年度に小中一貫教育に

関する検討会において、保護者代表者や

学識経験者、小・中学校の校長等、教育現

場の方が検討委員として検討しておりま

す。 

学校の改築に際し、具体的な検討をして

いく段階では、教職員の方の意見を聞き

ながら検討していきます。 
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№ 分類 意見・質問の内容 質問への回答や検討の方向性 

34 
そ
の
他 

小中一貫型の学校に不安の声もあ

るが、このまま志村小学校を現校

地で改築せず、志村第四中学校と

小中一貫型の学校として整備する

方向性で進めていいのか。 

 

工事期間については平成 30年に設計業者

に委託した調査結果と現校地の状況等を

考慮し、現校地での改築には６年間かか

ると判断しました。 

協議会では、工事期間についてご説明し、

協議会委員の皆様も志村小学校を残した

いという気持ちはありましたが、工事期

間の長期化や工事期間中の子どもたちの

安全面の課題があることから、子どもた

ちのことを考え、小中一貫型の学校とし

て整備していくことで、志村小学校の改

築の課題を解決するという方向性がまと

まりました。 

 

 

 

６ その他 

 

№ 分類 意見・質問の内容 質問への回答や検討の方向性 

35 

情
報
提
供 

工事期間中に在学する子どもたち

に少しでも早く、具体的で安心で
きる内容を伝えてほしい。 

志村小学校と志村第四中学校との小

中一貫型の学校の具体的な内容につ

いては、検討会等で検討を進めていき

ます。 

検討の進捗については、検討会ニュー

ス等でお知らせしていきます。 

36 

ア
レ
ル
ギ
ー
・ 

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
対
応 

現在いろいろなアレルギーを持っ
ている方や、性的マイノリティの
方もいる。制服や着替え、トイレ
等、マイノリティに対応できるよ
うに検討してほしい。 

改築する学校に限らずアレルギーや

マイノリティに対する配慮というの

は必要になってくると考えています。 

このようなご意見についても、配慮し

ながら進めていきます。 
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№ 分類 意見・質問の内容 質問への回答や検討の方向性 

37 
そ
の
他 

（
説
明
会
・
ア
ン
ケ
ー
ト
・
意
見
募
集
等
） 

令和２年９月に実施されたアンケ
ートでは未就学児の保護者として
幼稚園・保育園の保護者を対象と
していたが、もっと幅広い保育園
にアンケートを取った方が良かっ
たのではないか。 

アンケートに関しては、協議会の中で

アンケートの内容や対象について検

討しました。 

アンケートの対象とする幼稚園・保育

園は、協議会でもっと対象を広げた方

が良いとの意見があったため、当初の

予定より多くの保育園にアンケート

を実施しました。また、協議会では、

アンケートの実施目的は、小中一貫教

育や小中一貫型の学校に関し、総体的

にどういう意見が多いのか傾向をつ

かむために実施するということが決

まったため、その目的に基づき実施し

ました。 

38 
そ
の
他 

小中一貫型の学校は、中学生にな
る際に児童・生徒の個性等をスム
ーズに把握・伝達でき、その子ど
もの特性に応じたフォローもしや
すくなると考える。 

いじめの問題等があると思うが、
スクールカウンセラーを利用しや
すい環境整備が重要である。小・

中学校で一貫して相談できれば、
より個別対応もしやすくなるので
はないか。 

いただいたご意見については、検討会

で検討するとともに、教育委員会事務

局内で検討していきます。 

39 
そ
の
他 

９年間の義務教育期間を一つの敷
地にすることで、上下関係を築く
経験ができる良い環境になると思
う。 

また、兄弟（姉妹）がお互いの行動
を把握しやすくなると思う。例え
ば、部活動を終えた中学生とあい
キッズに在籍している弟妹が一緒
に帰宅することで、働く親の負担
や一人で帰宅させる不安も軽減さ

れるのではないか。 

いただいたご意見については、検討会

で検討するとともに、教育委員会事務

局内で検討していきます。 
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 今回いただいたご意見とご質問の半数が「施設に関すること」と「小中一貫型の学

校設置に関すること」でした。 

施設に関することについては、工事期間中の安全面や新校舎に関するご意見・ご質

問が多くありました。工事期間中の安全面に関しては、授業等に支障がないように十

分に配慮します。新校舎に関しては、教職員の意見や今回いただいたご意見等も踏ま

えて検討を進めていくとともに、ユニバーサルデザインの考え方に基づき、小学生も

中学生も誰もが使いやすい学校施設を目指していきます。 

 小中一貫型の学校設置については、施設一体型の校舎の課題等（あいキッズと部活

動の関係、学校運営等）や通学区域・通学路、学校選択に関するご意見とご質問が多

くありました。教職員の意見や今回いただいた意見も踏まえ、他区の先行事例を研究

しながら、検討会等で検討を進めていきます。 

 今回いただいたご意見・ご質問は、今後の具体的な検討に生かしていきます。 

 

６ まとめ 


